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第１章 はじめに 
１ 水道事業の経営戦略 
水道事業は、料金収入を基に独立採算制を基本原則としつつ、町民の生活に密接に関わる重要なライフ

ラインとして、安全で安定した水の供給及び必要なサービスの提供を担っています。しかしながら、人口
減少に伴う給水人口の減少や節水機器の普及による水需要の減少等により料金収入は減少傾向にある一
方、管路や施設等の老朽化に伴う更新需要の増大により、事業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増し
ています。 
このような状況の下、平成 26 年 8 月 29 日付総務省自治財務局通知「公営企業の経営に当たっての留

意事項について」においては、将来にわたり住民生活に不可欠なサービスを安定的に提供するため、中長
期的な視点に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、これに基づく経営基盤の強化及び財政
マネジメントの向上を図ることの重要性が示されています。 
本町では、これらを踏まえ、将来にわたる安定的かつ計画的な事業運営を行うことを目的として、平成

28 年 6 月に「斜里町水道事業経営戦略」を策定しました。その後、総務省が平成 31 年 4 月に公表した
「経営戦略ガイドライン改訂版」及び令和 4 年 1 月に示された「経営戦略の改定推進について」におい
て、料金収入、施設更新費用及び維持管理費等を投資・財政計画に的確に反映させることが求められてい
ます。 
こうした国の動向や本町水道事業を取り巻く現状を踏まえ、現時点における経営状況の把握及び分析

を行うとともに、投資・財政計画の見直しを行い、将来に必要となる更新需要及び財政収支の見通しを検
証しました。本計画は、これらの検討結果を基に、将来にわたり町民生活に必要な水道サービスを安定的
に提供することを目的として、「斜里町水道事業経営戦略」を改定するものです。 
 
 
２ 経営戦略策定に当たっての基本方針 
水道事業に求められる役割を果たし、事業を将来にわたり継続的に運営していくため、次のような点を

重視して、経営戦略を立案し、戦略に基づく合理的な経営を推進します。 
 
① 公営企業事業に関する現状分析・将来予測や、経営環境の類似する団体との比較分析に基づき、戦

略を立案します。 
② 水道事業における管路・施設の状況を踏まえた「投資試算」と、企業債・料金収入などの「財源試

算」を行い、両者の調整を図った上で実現可能な戦略を立案します。 
③ 投資（支出）と財源（収入）を均衡させ、安定的な経営を実現するため、組織運営の効率化や人材

育成、施設・設備の合理化、民間活力の導入など、経営健全化に向けた取組を経営戦略において整
理し、推進します。 
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３ 計画期間 
本計画は、中長期的な視点に立ち、経営基盤の強化等に計画的に取り組むことができるよう、10 年以

上の計画期間を基本とすることから、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。なお、計画
の見直しについては、5年ごとに実施することを基本とします（次回の見直しは令和 13年 3月を予定し
ています）。ただし、事業の進捗状況や社会経済情勢等の変化により、「投資・財政計画」と実績との間に
著しい乖離が生じた場合には、必要に応じて随時見直しを行うものとします。 
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第２章 事業概要と現状分析 
１ 斜里町水道事業の概要 
（１）沿革 
本町における水道事業は、市街地区を対象とした上水道と、ウトロ地区を対象とした簡易水道の二系統

で構成されています。上水道事業については、昭和 35年に最初の事業認可を受けて事業を開始し、昭和
37年に供用を開始しました。一方、簡易水道事業については、昭和 39年に事業認可を受けて事業を開始
し、昭和 40年に供用を開始しています。 
上水道は、斜里岳山麓の良好な湧水を水源としていることから、浄水処理に係る費用を抑えることがで

きます。これに対し、簡易水道は、ペレケ川の表流水を水源としているため、天候や水質の変動の影響を
受けやすく、高度な浄水処理が不可欠です。このため、浄水施設の維持管理を含めた費用が相対的に大き
くなっています。 
 
 
（２）事業の現況 
事業及び普及の概要は、次のとおりです。 
 

図表 2-1 事業の現況（令和６年度末現在） 
項  目 上水道事業 簡易水道事業 

供用開始年月日 昭和 37年 1 月 1日 昭和 40年 1 月 1日 

法適（全部・財務）・非適の区分 法適用（全部） 法適用（全部） 

計画給水人口 13,200人 1,280人 

行政区域内人口 9,307人 1,081人 

給水区域内人口 8,022人 973人 

給水人口 8,012人 973人 

有収水量密度 
（有収水量/計画給水区域面積） 

0.45 千㎥／ha 1.62 千㎥／ha 

普及率 
（給水人口/給水区域内人口） 

99.88% 100% 

 
 
（３）料金体系 
水道料金は、基本料金と従量料金からなる二部料金制を基本とし、用途別の料金体系を採用していま

す。平成 28 年 10 月 1 日に料金改定を実施していますが、現行の料金体系では、基本料金を低廉に設定
し、収入の多くを従量料金によって回収する仕組みとなっています。 
また、少量使用者への配慮として、生活用水として利用される家事用については、できるだけ低廉な料

金とする一方、団体用や営業用については、家事用より高く設定し、より多くの負担を求める料金体系と
しています。 
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一方で、用途別二部料金制は、水需要が右肩上がりで推移していた時代には有効に機能していました
が、現在のように水需要が減少傾向にある状況下では、固定費の回収が困難となるという課題がありま
す。このため、今後は、基本水量のあり方や、基本料金と従量料金の配分割合などについて、料金体系全
体の見直しを検討していく必要があります。 
 

図表 2-2 水道料金 

種  別 
基本料金（１か月につき） 超過料金 

（１㎥につき） 水量 金額 
家事用 10㎥まで 1,380円 158円 
団体用 20㎥まで 3,100円 187円 
営業用 20㎥まで 3,100円 187円 
浴場用 100㎥まで 10,800円 129円 
工業用 40㎥まで 6,330円 187円 
ホクレン用 1,000㎥まで 120,960円 148円 
船舶用 － 172円 
臨時用 用途に応じて町長が定める 

 
 
（４）施設の状況 
【上水道事業】 
上水道事業は、昭和 35 年に中斜里地区を給水区域として設定し、計画給水人口 13,200 人、計画 1 日

最大給水量 3,564 ㎥/日として創設されました。その後、1 回の計画変更を実施し、現在では計画給水人
口は同じく 13,200人であるものの、計画 1日最大給水量は 8,000㎥/日に増加しています。 
これまでに整備された水道管路の総延長は約 90km に達しており、今後は老朽化した管路の更新や耐

震化を計画的に進めていく必要があります。 
配水施設についても、機器設備の多くが耐用年数を超過していることから、重要度や優先度を考慮し、

より現実的な更新基準（更新時期）に基づき、更新を進めていきます。 
 
 
【簡易水道事業】 
ウトロ簡易水道事業は、昭和 39 年にウトロ市街地周辺を給水区域として設定し、計画給水人口 1,000

人、計画 1日最大給水量 150㎥/日として創設されました。その後、4回の計画変更を実施し、現在では
計画給水人口 1,280人、計画 1日最大給水量 3,300㎥/日に増加しています。 
これまでに整備された水道管路の総延長は約 20km であり、今後は老朽化した幹線管路（導水管）の更

新及び耐震化を最優先課題として進めていく必要があります。 
浄水場施設についても、機器設備の多くが耐用年数を超過していることから、重要度や優先度を考慮

し、より現実的な更新基準（更新時期）に基づき、計画的に更新を進めていきます。 
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図表 2-3 施設の状況 

項  目 上水道事業 簡易水道事業 

水源地 斜里川水系猿間川支流フカバ川（湧水） ペレケ川（河川表流水） 

滅菌方法 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

配水池 1施設 貯水量 2,880㎥ ３施設 貯水量 3,052㎥ 

浄水方法 － 

傾斜板沈殿、重力式砂ろ過（前処理）、
ポリ塩化アルミニウム及びソーダ灰注入
し、無機膜によるろ過（膜ろ過）、塩素
による滅菌 

配水方法 

自然流下 
水源池⇒浄水場は２系統 
浄水場⇒配水池は 1系統 
配水池⇒市街は 2系統 

自然流下・加圧ポンプ 
水源池⇒浄水場１系統 

浄水場⇒第 1配水池 1系統 
配水池⇒１系統 

管路延長 90,052ｍ 19,856ｍ 

 
 
（５）組織体系 
水道事業は、現在、斜里町長を事業管理者とし、産業部水道課において運営しています。事業の執行体

制は、課長職を含む町職員 5 名に加え、窓口業務を受託している民間職員 2 名の計 7 名で構成されてい
ます。 
現行の職員構成は、課長職 1 名、係長職 2 名、技師 1 名、事務職 1 名、民間職員 2 名となっており、

職種別では、技術職 3名、事務職 4名（うち 2名は民間職員）となっています。 
 
 

図表 2-4 組織体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業管理者：町長 

水道課長 

課員４名（企業会計職員）、窓口２名（民間） 
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２ これまでの主な経営健全化の取組 
（１）民間活用 
民間活用については、窓口事務、料金収納などを民間業者に委託し、民間企業のノウハウを活用するこ

とで、事務的知識を有する職員の不足に対応しています。 
 
 

（２）ICT1活用による業務効率化 
メーター検針については、民間企業においても人員不足により業務継続が困難となりつつある状況を

踏まえ、令和 6年度に町内全戸へ水道スマートメーター2を導入し、令和 7年度から本格運用を開始して
います。これにより、メーター検針に要していた労力及び人件費を大幅に削減しています。 
また、遠方監視装置により浄水場及び配水池の機器の状態をリアルタイムで監視し、異常時には担当者

へ通知することで、同装置による機器の制御や水質管理を行い、水質の安全性の向上を図るとともに、職
員の現地巡回に係る負担の軽減を図っています。 
 
 
（３）その他 
①資産の有効活用等 
現時点では、有効活用が可能な遊休資産がないことから、収入増加につながる資産活用の取組について

は該当がない状況ですが、ダウンサイジング 3等により遊休資産が発生した場合には、その有効活用に向
けた検討を進めていきます。 
 
②防災・安全対策 
水道事業における経営の健全化を図るためには、通常時のみならず、災害時等においても被害を最小限

に抑え、給水機能を確保できるよう、リスクヘッジ 4を講じた上で業務を継続する体制を整備する必要が
あります。 
斜里町水道事業では、「斜里町上下水道耐震化計画」に基づく基幹施設の耐震化をはじめ、町の地域防

災計画において水道施設の応急復旧対策を定めているほか、日本水道協会北海道地方支部道東地区協議
会の全会員による「水道施設災害時相互応援に関する協定」を締結し、災害時における支援体制の構築を
図っています。 
 
 
 

 
1 Information and Communication Technology の略称。情報の収集・処理・共有を効率化するための技術や仕組み。 
2 水道メーターに通信機能を備えた端末を設置し、遠隔で自動検針ができる装置。これにより、人が現地を訪問する手間
が省け、検針データを自動かつ高頻度に取得してリアルタイムで使用水量を把握できる。漏水の早期発見や、見守りサ
ービス、町民への使用量通知なども可能となる。 

3 施設の更新等に当たって、既存の施設規模より小さくすること。建設コストや維持管理コストの縮減を図るもの。 
4 将来起こりうるリスク（危険や損失）を予測し、事前にその影響を回避又は最小限に抑えるための対策を講じること。 
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図表 2-5 防災・安全対策の取組  
計画名 取組内容 

斜里町地域防災計画 上下水道施設対策、予防対策等 

斜里町上下水道耐震化計画 上下水道施設の耐震化 

 
 
③地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の活用 
経営課題の解決を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業を活用し、令和 7 年度より公

営企業経営アドバイザーの派遣を受けています。 
 
 
３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 
（１）経営比較分析表について 
経営比較分析表は、各公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成され、平

成 29年度からその公表が開始されました。各公営企業においては、経年比較や類似団体との比較を行う
ことで、経営の現状と課題を把握するための資料として活用されています。 
 水道事業では、「経営の健全性・効率性」及び「老朽化の状況」の観点から、次の指標が用いられてい
ます。 
 
「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 
③流動比率 
⑤料金回収率 
⑦施設利用率 

②累積欠損金比率 
④企業債残高対給水収益比率 
⑥給水原価 
⑧有収率 

 
「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 
③管路更新率 

②管路経年化率 

 
 
（２）斜里町水道事業の現状分析 
上水道事業と簡易水道事業を合わせた水道事業全体の分析結果は次のとおりです（決算値ベース 5）。 

 
 
 

 
5 地方公営企業決算状況調査の報告値に誤りがあり、総務省「経営比較分析表（令和 6 年度）」の数値とは一部差異が生
じている。 
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「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 
【指標の概要】 
料金収入や一般会計からの繰入金等の収益

で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度
賄えているかを表す指標です。当該指標は、単
年度の収支が黒字であることを示す 100%以上
となっていることが必要です。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 93.17%とな

っており、経常損失が生じていることから、
料金改定や経費節減策の実行など、経営改善
に向けた取組が必要です。 

 

※全国平均（R5）：108.24% 

※算出式＝経常収益/経常費用×100 

②累積欠損金比率 
【指標の概要】 
営業収益に対する累積欠損金の状況を表す

指標です。当該指標は、累積欠損金が発生して
いないことを示す 0%であることが求められま
す。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 63.27%とな

っており、経営の健全性に課題がある状況で
す。早期に 0％となるよう経営改善を図ってい
く必要があります。 

 

※全国平均（R5）：1.50% 

※算出式＝未処理欠損金/（営業収益－受託工事収益）×100 

③流動比率 
【指標の概要】 
短期的な債務に対する支払能力を表す指標

です。当該指標は、１年以内に支払うべき債務
に対して支払うことができる現金等がある状
況を示す 100％以上であることが必要です。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 143.64%とな

っており、短期の支払能力は確保されています
が、前年度から大きく低下しているため、資金
状況等を注視していく必要があります。 

 

※全国平均（R5）：243.36% 

※算出式＝流動資産/流動負債×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 96.32 110.90 90.48 92.56 93.17

類似団体 105.34 105.77 104.82 106.46

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

経常収支比率（％）

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 46.36 34.49 50.11 53.28 63.27

類似団体 24.04 28.03 26.73 27.85

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

累積欠損金比率（％）

R2 R3 R4 R5 R6
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④企業債残高対給水収益比率 
【指標の概要】 
給水収益に対する企業債残高の割合であり、

企業債残高の規模を表す指標です。当該指標に
ついては、明確な数値基準はないとされていま
すが、経年比較や類似団体との比較等により自
団体の置かれている状況を把握・分析し、適切
な数値となっているか、対外的に説明できるこ
とが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 830.37%とな

っており、企業債残高の規模が大きいことが示
されています。類似団体平均、全国平均を大き
く上回っており、投資規模や料金水準が適切か
検討する余地があります。 

 

※全国平均（R5）：265.93% 

※算出式＝企業債現在高合計/給水収益×100 

⑤料金回収率 
【指標の概要】 
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄え

ているかを表した指標であり、料金水準等を評
価することが可能です。当該指標は、供給単価
と給水原価との関係を見るものであり、数値が
低く、基準外繰入によって収入不足を補塡して
いるような事業体にあっては、適切な料金収入
の確保が求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 87.50%とな

っており、給水に係る費用の一部が給水収益以
外の収入で賄われていることが示されていま
す。100%を下回る状況が続いており、経費節減
による維持管理費の圧縮や料金改定などを検
討する必要があります。 
 

 

※全国平均（R5）：97.82% 

※算出式＝供給単価/給水原価×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 930.85 825.65 910.33 821.37 830.37

類似団体 585.59 561.34 538.33 515.14
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⑥給水原価 
【指標の概要】 
有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費

用がかかっているかを表す指標です。当該指標
については、明確な数値基準はないとされてい
ますが、経年比較や類似団体との比較等により
自団体の置かれている状況を把握し、適切な数
値となっているか、対外的に説明できることが
求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 203.73 円と

なっており、類似団体平均を下回っています。
これは、経費抑制などの経営努力の成果と捉え
られますが、全国平均と比べると高い水準にあ
ることから、取組を継続していく方針です。 

 

※全国平均（R5）：177.56 円 

※算出式＝（経常費用－受託工事費等－長期前受金戻入） 

/年間総有収水量 

⑦施設利用率 
【指標の概要】 
一日配水能力に対する一日平均配水量の割

合であり、施設の利用状況や適正規模を判断す
る指標です。当該指標については、明確な数値
基準はないとされていますが、一般的には高い
数値であることが望まれます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 44.32％とな

っています。類似団体と比較して低い値です
が、これは、上水道事業においては、災害等に
対する備えとして、簡易水道事業においては、
観光地区であることから季節や年度ごとの観
光客数の変動への対応として、一定程度の配水
能力を確保しているためです。 

 

※全国平均（R5）：59.81% 

※算出式＝一日平均配水量/一日配水能力×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 194.08 187.24 213.60 214.50 203.73

類似団体 225.09 224.82 230.85 230.21
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斜里町 44.81 45.04 42.49 44.46 44.32
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⑧有収率 
【指標の概要】 
施設の稼動が収益につながっているかを判

断する指標です。当該指標については、100％
に近ければ近いほど施設の稼働状況が収益に
反映されていると捉えられます。数値が低い場
合は、水道施設や給水装置を通して給水される
水量が収益に結びついていないため、漏水やメ
ーター不感等といった原因を特定し、その対策
を講じる必要があります。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 75.97％とな

っており、類似団体と比較してやや低い水準に
あります。要因としては、末端端部や空き家の
漏水が多いことが挙げられますが、令和 6年度
に導入したスマートメーターなどを活用して、
改善を進めていきます。 
 

 

※全国平均（R5）：89.42% 

※算出式＝年間総有収水量/年間総配水量×100 

 
  

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 74.63 75.30 75.59 72.98 75.97

類似団体 78.01 77.60 77.30 76.64
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「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 
【指標の概要】 
有形固定資産のうち償却対象資産の減価償

却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産
の老朽化度合いを示しています。当該指標につ
いては、明確な数値基準はないとされています
が、経年比較や類似団体との比較等により自団
体の置かれている状況を把握・分析し、適切な
数値となっているか、対外的に説明できること
が求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 52.16％とな

っており、全国平均及び類似団体平均とおおむ
ね同水準にあります。 
 

 

※全国平均（R5）：52.02% 

※算出式＝有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産償却 

対象資産帳簿原価×100 

②管路経年化率 
【指標の概要】 
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表

す指標で、管路の老朽化度合を示しています。
当該指標については、明確な数値基準はないと
されていますが、経年比較や類似団体との比較
等により自団体の置かれている状況を把握・分
析し、適切な数値となっているか、耐震性や今
後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明で
きることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 14.80％とな

っています。平成初期に比較的大規模な管路更
新事業を実施したことにより、全国平均や類似
団体平均と比較して低い数値となっています。 
 
 
 
 
 
 

 

※全国平均（R5）：25.37% 

※算出式＝法定耐用年数を経過した管路延長/管路延長×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 47.11 48.58 49.97 51.12 52.16

類似団体 47.50 48.41 50.02 51.38
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R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 7.53 7.53 7.61 7.60 14.80

類似団体 17.40 18.64 19.51 21.60
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③管路更新率 
【指標の概要】 
当該年度に更新した管路延長の割合を表す

指標で、管路の更新ペースや状況を把握できま
す。当該指標については、明確な数値基準はな
いとされていますが、数値が 1％の場合、全て
の管路を更新するには100年かかるペースであ
ることが把握できます。数値が低い場合、耐震
性や今後の更新投資の見通しを含め、対外的に
説明できることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 0.20％となっ

ています。経年比較や類似団体との比較におい
ても低い値となっていますが、施設状況等を踏
まえ、適切な更新投資を行っていきます。 

 

※全国平均（R5）：0.62% 

※算出式＝更新管路延長/管路延長×100 

 
 
全体総括 

短期的な支払能力は確保されていますが、経常収支の赤字が継続し累積欠損金も高水準であることから、
収益基盤は脆弱な状況にあります。とりわけ料金回収率の低さが構造的な課題となっており、収益性の改善
が不可欠です。また、建設改良を企業債に大きく依存してきた結果、債務水準は高止まりしており、人口減
少や金利上昇を踏まえると財務リスクへの対応が必要です。 
さらに、施設利用率が低い状況にあることから、更新投資と併せたダウンサイジングの検討が求められま

す。一方、有収率は改善途上にあり、スマートメーターの活用などによる収益性向上が期待されます。 
施設の老朽化は概ね平均的ですが、更新率が低いため、将来負担を見据えた計画的投資が重要です。 

 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 0.34 0.43 0.48 0.54 0.20

類似団体 0.40 0.36 0.57 0.56
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第３章 将来の事業環境 
１ 給水人口 
（１）予測の手法 
給水人口は、「斜里町創生総合戦略」に示された「将来推計人口シミュレーション 6」を基に、給水普及

率等を考慮した上で予測しました。 
 

（２）給水人口の予測 
給水人口は、図表 3-1 及び図表 3-2 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値が 8,779

人であるのに対して、令和 37 年度の予測値は 5,472 人となり、30 年間で約 38%減少する予測結果とな
っています。 

 
図表 3-1 給水人口の実績及び予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

給水人口(人) 8,985 8,779 8,652 8,525 8,398 8,272 8,147 8,028 7,909 7,790 7,670 7,552 

 
 

図表 3-2 給水人口の予測（30年間） 

 
 
 

２ 有収水量 
（１）予測の手法 
給水人口予測と大口需要家（企業等）の直近５年間の水量の推移から一般家庭の有収水量と大口需要家

の有収水量をそれぞれ予測しました。 
 
 

 
6 国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計（2023）」の仮定値を使用した、将来推計 A を採用。 
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（２）有収水量の予測 
有収水量についても、図表 3-3 及び図表 3-4 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値

が 1,364,309 ㎥であるのに対して、令和 37 年度の予測値は 860,678 ㎥となり、30 年間で約 37%減少す
る予測結果となっています。 

 
図表 3-3 有収水量の実績及び予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

有収水量(㎥) 1,388,840 1,364,309 1,345,129 1,325,935 1,306,724 1,287,576 1,268,623 1,250,591 1,232,542 1,214,479 1,196,324 1,178,377 

 
 

図表 3-4 有収水量の予測（30年間） 

 

 
３ 料金収入 
（１）予測の手法 
基本料金については、給水人口の推計及び直近 5 年間の需要家数の推移を勘案の上、予測しました。

超過料金については、有収水量の推計に基づき、予測しました。なお、現行の料金水準を前提とした場合
と、料金改定を実施した場合の 2つの推計パターンにより試算を行います。 
 
 
 【パターン１】現行の料金水準を前提とした場合 
 
 【パターン２】令和 9年度に 20%、令和 13年度に 15%の改定を実施した場合 
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（２）料金収入の予測 
上記で示した２つの推計パターンによる料金収入の試算は、次のとおりです。 

 
【パターン１】現行の料金水準を前提とした場合 
料金改定を行わなかった場合、図表 3-5 及び図表 3-6 のとおり年々減少することが見込まれますが、

大口需要家からの収入が比較的安定していることから、令和 7 年度の見込値が 244,528 千円であるのに
対して、令和 37年度の予測値は 156,128千円となり、減少率は約 36%を想定しています。 
 

図表 3-5 パターン１による料金収入（税抜）の予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

税抜料金(千円) 247,598 244,527 241,190 237,847 234,498 231,144 227,832 224,683 221,528 218,368 215,203 212,057 

 
図表 3-6 パターン１による料金収入（税抜）の予測（30年間） 

 
 
【パターン２】令和 9年度に 20%、令和 13年度に 15%の改定を実施した場合 
令和 9 年度に 20％、令和 13 年度に 15％の改定を実施した場合の料金収入は、図表 3-7 及び図表 3-8

に示すとおりと見込まれ、令和 13 年度には 310,063 千円まで増加する見込みです。また、令和 37 年度
の予測値は 215,457千円となり、令和 7年度の見込値 244,528千円に対して、約 12％の減少を想定して
います。 
 

図表 3-7 パターン 2による料金収入（税抜）の予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

税抜料金(千円) 247,598 244,527 241,190 285,415 281,397 277,373 273,397 310,063 305,708 301,347 296,980 292,638 
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図表 3-8 パターン 2による料金収入（税抜）の予測（30年間） 

 
 
パターン 1の料金収入とした場合、赤字が継続し、累積欠損金は令和 17年度に 717,631千円に達しま

す。パターン２の料金収入とした場合、単年の収支はおおむね黒字を維持し、累積欠損金は 116,475 千
円まで縮減できる見込みです。よって、投資・財政計画においては、パターン 2を採用し、試算すること
とします。 
 

図表 3-9 パターン 1（現行の料金水準）の料金収入とした場合の収支見通し 

 
 

図表 3-10 パターン 2（令和 9年度、令和 13年度に改定）の料金収入とした場合の収支見通し 
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４ 組織 
斜里町が令和 6年 6月に策定した第 7次総合計画（令和 6～15 年度）では、効率的かつ効果的な行政

運営を推進するため、「専門職等人材の確保」及び「人材育成の取組推進」を掲げています。 
水道・下水道事業にかかる技術職（土木）については、現在 3名が担当していますが、全国的な傾向と

同様に、近年は新たな技術職の採用が極めて困難な状況にあります。このため、技術職における業務の適
切な分担及び業務量の平準化に向けて、企業会計・一般会計の枠組みにとらわれない柔軟な人員配置が
求められており、計画期間内に水道課の組織体制に大きな見直しが生じる可能性があります。 
今後においても、水道事業に必要な知識や経験を組織内に蓄積しつつ、官民連携のさらなる推進による

業務の効率化を図り、持続可能な事業運営に取り組んでいきます。 
 
 
５ 施設 
（１）予測の手法 
水道施設の更新予測に当たっては、時間計画保全 7を原則とし、以下の２つの推計パターンで試算を行

います。 
 
 【パターン１】法定耐用年数による更新 
 
 【パターン２】図表 3-11で示した管路、建築、土木、電気、機械などの種類ごとに本町が定めた目

標耐用年数による更新 
 
 

図表 3-11 水道施設の主な法定耐用年数と目標耐用年数  
区分 法定耐用年数 目標耐用年数 

管路 40年 70年 

建築・土木 50年 70年 

電気 20年 25年 

機械 20年 25年 

 
  

 
7 施設の特性に応じて、法定耐用年数や目標耐用年数により、あらかじめ定めた周期で更新時期を定める管理方法。 
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（２）施設の見通し 
上記で示した２つの推計パターンによる施設更新費の試算は、次のとおりです。 

 
【パターン１】法定耐用年数による更新 
・30年間の施設更新費：217億 8,053万円 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：92億 1,849万円 
 

図表 3-12 パターン１による施設更新費と減価償却費の見通し 

 
 
【パターン２】目標耐用年数による更新 
・30年間の施設更新費：113億 7,214万円 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：27億 8,354万円 
 

図表 3-13 パターン 2による施設更新費と減価償却費の見通し 
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投資試算の結果、パターン 1 の事業量とした場合、10 年間の施設更新費は 92 億 1,849 万円と見込ま

れ、過大な規模となるほか、減価償却費が高水準で推移することから、経営の中長期的な安定性を損なう
おそれがあります。 
また、パターン 2 を採用した場合でも、企業債残高や支払利息の増大が見込まれるため、状態監視や

維持補修を強化した上で、投資の平準化を図ることとし、10 年間の施設更新費を以下のとおり見込みま
す。 
 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：17億 5,242万円 
 

図表 3-14 パターン 2を採用した上で事業量を平準化した場合の施設更新費 
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第４章 経営の基本方針 
まちづくりのマスタープランである「斜里町第 7 次総合計画（令和 6 年 6 月）」では、「みんなで一緒

にとりくむ、持続可能なまちづくり」を基本テーマに掲げ、6つの基本目標を設定しています。このうち、
「安心して住みつづけられるまち」では、その下位施策として「くらしを守る上下水道の整備」を位置付
け、「水源・水質・水量の安定供給の確保」及び「上下水道事業の健全経営」を基本施策として掲げてい
ます。 
これらを踏まえ、本経営戦略における経営方針は、「安定した水道事業の継続」及び「経営の健全性の

向上」とします。 
具体的な取組として、老朽管の更新や耐震化を計画的に進めることで、将来にわたる水道事業の安全性

を確保するとともに、現在民間委託している下水道施設の維持管理と合わせて水道施設の維持管理を一
体的に行うことによって、技術職の担い手不足への対応を図ります。 
また、経営面においては、経営基盤の強化を図るため、スマートメーターを活用した早期の漏水検知に

よる有収率の向上や、有利な財源の活用による財政負担の軽減などに取り組みます。 
 

図表 4-1 水道事業経営の経営方針及び取組内容 
経営方針 具体的な取組 取組内容 

安定した水道事業の継続 
 
経営の健全性向上 

老朽管の更新及び耐震化 
斜里町上下水道耐震化計画等を基に、管路の耐震
化を図ることにより、災害に強く持続可能な水道
とするための対策を講じていきます。 

浄水場設備の適切な更新 

専門的な技術者による定期的なメンテナンスを実
施し、設備のパフォーマンスをモニタリングする
ことで、必要な更新時期を見極め、将来にわたる水
の安全と安定供給を図っていきます。 

外部委託の効率化 
上下水道施設の維持管理を一体的に外部委託する
ことにより、技術職の担い手不足への対応を図り
ます。 

経営の管理・監視 

経営戦略の進捗管理を踏まえた予算計上及び執行
を行います。あわせて、経営状況に応じた定期的な
料金の見直しを行うことにより、安定的な経営の
確保を図ります。 

ICT活用による業務効率化 
スマートメーターを活用した早期の漏水検知によ
り、有収率の向上を図ることで、経営効率の向上に
繋げます。 

財源の確保 
国の補助金や有利な起債などを効果的に活用する
ことで、財政負担の軽減を図ります。 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 
１ 投資・財政計画（収支計画） 
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２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 
（１）収支計画のうち投資についての説明 
①目標設定 
経営方針である「安定した水道事業の継続」を実現するため、以下の目標を設定します。 

 
図表 5-1 投資についての目標 

老朽管の更新及び耐震化
の実施 

老朽化が進む管路について、更新及び耐震化を実施します。更新延長は、
導水管 1,200m、配水管 2,100m を目標とします 8。 

耐震化率 
（基幹管路耐震延長/基幹管

路延長） 

基幹管路（導水管及び送水管）の耐震化率を、現行の 60%から 80%以上と
することを目標とします。 

 
なお、長期目標（30年）として、老朽管の更新延長 15km、浄水場施設の耐震化率 100%を設定します。 

 
 
②主な建設改良投資 
投資・財政計画で予定する主な建設改良投資は、以下のとおりです。 

 
図表 5-2 計画期間内に予定する主な建設改良投資 

事業 対象施設 内容 建設改良費 

上水道 
来運浄水場 機械・電気設備更新 119,000千円 

配水管 2,060m の更新・耐震化 361,000千円 

簡易水道 

ウトロ浄水場 機械・電気設備更新 367,000千円 

導水管 1,200m の更新・耐震化 471,000千円 

配水管 40mの更新・耐震化 12,000千円 

 
 
 
 

 
8 本町における水道管の内訳は、導水管 2.1km、送水管 2.5km、配水管 105.4km となっている。 
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③投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 
投資・財政計画の策定に当たって反映した取組は、以下のとおりです。 

 
図表 5-3 投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 

管路、浄水場等の建設・
更新に関する事項・投資
の平準化に関する事項 

目標耐用年数に基づいた更新パターンを採用した上で、経営状況や繰入金
抑制の観点から、投資の平準化を図ります。 

広域化・共同化・最適化
に関する事項 

該当なし 

民間活用（PPP/PFI 9な
ど）に関する事項 

該当なし 

防災・安全対策に関する
事項 

斜里町上下水道耐震化計画等を基に、管路の耐震化を図ることにより、災
害に強く持続可能な水道とするための対策を講じていきます。 

その他の投資に関する事
項 

該当なし 

 
 
（２）収支計画のうち財源についての説明 
①目標設定 
良好な収支状況を保ち、更新財源や運転資金を確保していくため、以下の目標を設定します。 

 
図表 5-4 財源についての目標 

経常収支比率 
令和 6 年度の決算値（93.17%）から段階的に改善し、令和 13 年度以降は
100%以上を維持します。 

累積欠損金比率 
令和 6 年度の決算値（63.27%）から段階的に改善し、令和 17 年度までに
40%以下とすることを目指します。 

流動比率 
令和 6年度の決算値（143.64%）から段階的に改善し、令和 17年度までに
150%を達成・維持します。 

 
なお、長期目標（30 年）として、経常収支比率 100%以上、流動比率 200%以上の維持を設定します。 

 
 
 
 
 

 
9 PPP は「Public Private Partnership」の略で、官民連携事業の総称。PFI は「Private Finance Initiative」の略で、P

PP の一種。PFI は PFI 法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を
活用して行う手法。 
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②財源の説明 
財源についての反映事項は、以下のとおりです。 

 
図表 5-5 財源の説明 

料金収入の見通し 
給水人口や有収水量などの事業環境予測に基づき試算しました。なお、令
和 9年度に 20%、令和 13年度に 15%の料金改定を見込みます。 

繰入金に関する事項 

一般会計側との協議に基づき、下記の経費について補助を受けます。 
・資本費の一部 
・児童手当に関する経費 
・基礎年金拠出金に関する経費 

国庫補助金に関する事項 補助事業の財源として、国庫補助金を受け入れます。 

企業債に関する事項 
建設改良費の財源として、水道事業債、簡易水道事業債、辺地対策事業債
等を借り入れます。なお、資金状況等に応じて、充当率の調整を図ります。 

資産の有効活用に関する
事項 

該当なし 

その他の財源に関する事
項 

該当なし 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
投資以外の経費（委託費、修繕費、人件費等）の積算の考え方等については、以下のとおりです。 

 
図表 5-6 投資以外の経費についての説明 

民間活力の活用に関する
事項 

水道施設維持管理業務などについて、民間委託の拡大を予定します。 

職員給与費に関する事項 

令和 8 年度は事務職２人分、技術職１人分を見込み、令和 9 年度以降は事
務職 1 人分、技術職 1 人分を計上します。業務フローの見直し等により、
時間外勤務の抑制を図りますが、定期昇給や人事異動、ベースアップ等を
想定し、毎年度 1.5%の上昇率を見込みます。 

動力費に関する事項 
機器更新に併せ、省エネルギー化を進めるほか、運転方法の工夫等により
削減を図りますが、燃料調整費の動向等も加味し、令和 6 年度の単価を基
準に、毎年度 1.5%の上昇率を見込みます。 

修繕費に関する事項 
施設の経年化等に伴う増として、令和 6年度の実績を基準に、毎年度 1.5%
の上昇率を見込みます。 

委託料に関する事項 
経常的経費については、労務単価の上昇や施設の経年化等に伴う増として、
令和 6年度の実績を基準に、毎年度 1.5%の上昇率を見込む一方、臨時的経
費については、業務内容の精査や事業量の圧縮により削減を図ります。 

企業債利息に関する事項 
新規に借り入れる企業債の貸付利率を 2.5%と見込みます。また、利率見直
し分については、個別に利息額を算定します。 

その他の経費に関する事
項 

備消品については、品質や機能の条件を満たす中で、より廉価な製品を選
定することとするほか、その他の経費についても IT10などの新技術の活用
により圧縮を図ります。 

 
  

 
10 情報技術。Information Technology の略称。ネットワークやコンピュータなどに用いられる技術の総称。 
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３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
（１）今後の投資についての考え方・検討状況 
今後の投資については、施設状況や工事価格の動向、人口動態等を注視しながら慎重に判断し、施設の

健全性と経営の安定を両立していきます。 
 

図表 5-7 今後の投資についての考え方・検討状況 
広域化・共同化・最適化
に関する事項 

該当なし 

投資の平準化に関する事
項 

最新の施設状況等を把握し、建設改良投資のさらなる抑制・平準化を検討
します。 

民間活力の活用に関する
事項（PPP/PFIなど） 

事業や施設の規模から PPPや PFIの導入については、課題も多いと認識し
ていますが、引き続き、制度や費用対効果などの情報収集に努めます。 

その他の投資に関する事
項 

該当なし 

 
 
（２）今後の財源についての考え方・検討状況 
料金のあり方については、4年に一度、検討を行うこととしており、次回は令和 8年度の検討開始を予

定しています。また、建設改良事業の財源となる国庫補助金や企業債については、町にとって、より有利
な財源の確保に努めます。 
 

図表 5-8 今後の財源についての考え方・検討状況 

料金の見直しに関する事
項 

料金収入で必要経費を賄えない状況が継続していることから、料金のあり
方について、定期的に検討を実施します。次回は、令和 8 年度の検討開始
を予定しています。 

繰入金に関する事項 
経費負担や繰入のルールについて、適宜検討し、財政部門と協議・調整を
行うこととします。 

資産活用による収入増加 
の取組について 

保有現金について、より有利な運用方法を検討します。また、有価物の売
却等による収入増加の取組を検討します。 

その他の取組 
施設の更新に当たっては、国庫補助金の活用や交付税措置率の高い企業債
を発行するなど、適切な財源確保に努めます。 
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（３）今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 
BPR11や DX12の手法、最新技術などを用い、積極的な経費の抑制に努めます。また、適切な点検修繕に

より、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用することを目標としています。 
 

図表 5-9 今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 
民間活力の活用に関する
事項（包括的民間委託等
の民間委託、指定管理者
制度、PPP/PFIなど） 

中長期複数年契約や対象業務の範囲等について、適宜検討します。ウォー
ターPPP13については、国の制度動向や財政支援、先行自治体の実証事例を
継続的に把握・分析し、本町の上下水道の特性と地域実情に即した段階的
検討を進めていきます。 

職員給与費に関する事項 
民間委託の活用に加え、BPR や DX の手法により業務の効率化を図ること
で、職員給与費の抑制に努めます。 

動力費に関する事項 
高効率機器の導入や、スマートメーターを活用した効率的な給水など、費
用対効果を勘案しながら動力費の節減策実施を検討します。 

修繕費に関する事項 
適切な点検修繕により、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用するよ
う努めます。 

委託料に関する事項 
効率的な発注形態や近隣自治体との共同発注などについて、適宜検討しま
す。 

その他の取組 
支払利息抑制のため、金利情勢等に応じて、据置期間や借入期間の調整等
を検討します。 

 
 

 
11 既存の業務フローを抜本的に見直し、全体を再構築することで、組織や制度、システムを刷新し、コスト削減や生産
性向上を目指す経営手法のこと。 

12 デジタル技術（AI、IoTなど）を活用し、ビジネスや社会のあり方を根本的に変革することを指す「デジタルトランス
フォーメーション（Digital Transformation）」の略称。 

13 水道・下水道・工業用水道などの水分野において、民間企業が持つノウハウを活用して施設管理や更新を行う官民連
携（Public Private Partnership）の手法のこと。 
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第６章 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 
１ 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 
経営戦略に掲げた施策と事業計画の着実な実施のため、PDCA サイクル 14によって毎年度の進捗管理

と 5年後の計画の見直しを行います。そのイメージを図表 6-1 及び図表 6-2 に示します。計画期間は 10
年間とし、PDCA サイクルに則り 5 年ごとに見直し、経営指標をはじめとする活動成果をホームページ
等で公表していきます。なお、次回の改定は令和 18年 3月の予定となっています。 
 
 

図表 6-1 経営戦略の PDCAサイクル（短期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 6-2 経営戦略の PDCAサイクル（長期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 継続的に業務を改善するための実行手法。具体的には、業務計画の作成（Plan）、計画に則った実行（Do）、実践の結
果を目標と比べる点検（Check）、発見された改善すべき点を是正する（Action）の 4 つの段階を繰り返すことで、段
階的に業務レベルを向上させることができる。 

経営方針

目標値

PDCAの継続

経営戦略の
策定(数値目
標設定)

5年後の経営
戦略見直し

10年後の経営
戦略改定

X年後の経営
戦略改定

•目標との乖離把握
•経営比較分析表
•決算値

•見直し（ローリング）
•5年ごとの検証・改善
•取組の再検討

•経営戦略に基づく事業運営
•計画の実施

•経営戦略の策定・改定
•投資計画
•財政計画 Plan

計画

Do

実行
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評価
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改善


